
規 則

�愛媛県規則第４８号
生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部を改正する規則

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

生活福祉資金（長期生活支援資金、離職者支援資金及び要保護

世帯向け長期生活支援資金を除く。）の貸付基準

� 貸付対象

１～３ 省略

４ 自立支援対応資金の貸付けの対象となる世帯は、低所得者

世帯、障害者世帯又は高齢者世帯であつて、自立支援プラン

（セーフティネット支援対策等事業の実施について（平成

１７年３月３１日付け社援発第０３３１０２１号厚生労働省社会・援護

局長通知）に規定する自立支援プラン をいう。）に基

づき継続的な支援を受けるものとする。

� 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

別表第１（第２条関係）

生活福祉資金（長期生活支援資金、離職者支援資金及び要保護

世帯向け長期生活支援資金を除く。）の貸付基準

� 貸付対象

１～３ 省略

４ 自立支援対応資金の貸付けの対象となる世帯は、低所得者

世帯、障害者世帯又は高齢者世帯のうち自立生活サポート事

業（セーフティネット支援対策等事業の実施について（平成

１７年３月３１日付け社援発第０３３１０２１号厚生労働省社会・援護

局長通知）に規定する自立生活サポート事業をいう。）にお

ける自立支援プラン対象世帯 とする。

� 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

貸付金の

種類

対象経費 区

分

限度額 償還期間

（据置期

間 を 除

く。）

据

置

期

間

貸付金の

種類

対象経費 区

分

限度額 償還期間

（据置期

間 を 除

く。）

据

置

期

間
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金

� 省

略

� 障

害者

等福

祉用

具購

入費

障害者又は高齢者が日

常生活の便宜を図るた

めの高額な福祉用具等

の購入等に特に必要な

経費

１，７００，

０００円

以内

８年以内 同

上

� 障

害者

等福

祉用

具購

入費

障害者又は高齢者が日

常生活の便宜を図るた

めの高額な福祉用具等

の購入等に特に必要な

経費

１，２００，

０００円

以内

６年以内 同

上

� 障

害者

自動

車購

入費

障害者が自動車運転免

許を取得した場合であ

つて、当該障害者自ら

が運転する自動車又は

障害者と生計を同一に

する者が、専ら当該障

害者の日常生活の便宜

若しくは社会参加の促

進を図るために運転す

る自動車の購入を行う

のに必要な経費

２，５００，

０００円

以内

省略 � 障

害者

自動

車購

入費

障害者が自動車運転免

許を取得した場合であ

つて、当該障害者自ら

が運転する自動車又は

障害者と生計を同一に

する者が、専ら当該障

害者の日常生活の便宜

若しくは社会参加の促

進を図るために運転す

る自動車の購入を行う

のに必要な経費

２，０００，

０００円

以内

省略

� 省

略

� 省

略

３

～

７

省

略

３

～

７

省

略

�～� 省略

� 償還金の支払猶予

借受人が次のいずれかに該当する場合には、借受人の申請に

基づき借受人に対し償還金の支払を猶予することができる。こ

の場合において、猶予された期間に係る貸付金の利子は、徴収

しないものとする。

� 省略

� 修学資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸

付けにより入学又は修学をした者が第２号の表修学資金の項

対象経費の欄に規定する高等学校、大学

又は高等専門学校に就学している場合

	・
 省略

� 連帯保証人

１ 資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人１人以上を

立てるものとする。

�～� 省略

� 償還金の支払猶予

借受人が次のいずれかに該当する場合には、借受人の申請に

基づき借受人に対し償還金の支払を猶予することができる。こ

の場合において、猶予された期間に係る貸付金の利子は、徴収

しないものとする。

� 省略

� 修学資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸

付けにより入学又は修学をした者が第２号の表修学資金の項

備考の欄 に規定する高等学校、大学（短期大学を含

む。）又は高等専門学校に就学している場合

	・
 省略

� 連帯保証人

１ 資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人１人以上を

立てるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。

ア 更生資金の技能習得費、福祉資金の福祉費の支度費又は

修学資金を貸し付ける場合において、就職し、知識若しく

は技能を習得し、又は就学する者が借受人となり、生計中

心者が連帯債務を負担する借受人（以下「連帯借受人」と

いう。）として加わつたとき。

イ 子供等とは別世帯である高齢者世帯に対し資金を貸し付

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号
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�愛媛県告示第１０４６号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１４４条の９第３項の規定に

基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２ １にかかわらず、連帯債務を負担する借受人（以下「連帯

借受人」という。）がいるときは、原則として連帯保証人を

必要としない。ただし、社会福祉協議会会長（以下「社協会

長」という。）が特に必要と認める場合は、連帯保証人を立

てるものとする。

３ １及び２ただし書にかかわらず、緊急小口資金の貸付けを

受けようとする者は、連帯保証人を必要としない。

別表第２（第２条関係）

長期生活支援資金の貸付基準

�～� 省略

� 土地の再評価

１ 社協会長 は、単

位期間ごとに本件土地の再評価を行うものとする。

２・３ 省略

�～� 省略

ける場合において、高齢者が借受人となり、子供等が連帯

借受人として加わつたとき。

２ １ にかかわらず、緊急小口資金の貸付けを

受けようとする者は、連帯保証人を必要としない。

別表第２（第２条関係）

長期生活支援資金の貸付基準

�～� 省略

� 土地の再評価

１ 社会福祉協議会会長（以下「社協会長」という。）は、単

位期間ごとに本件土地の再評価を行うものとする。

２・３ 省略

�～� 省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則別表第１第１号、第２号及び第９号の規定は、平成２１年４月１日以後に貸付決定さ

れる更生資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金、緊急小口資金、災害援護資金及び自立支援対応資金について適用し、同日前に

貸付決定された更生資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金、緊急小口資金、災害援護資金及び自立支援対応資金については、な

お従前の例による。

�愛媛県告示第１０４７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

有限会社石橋重商店
代表取締役 石橋 重義 西条市大町小川１９３番地４ 平成２１年

７月２８日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

コスモ薬局道後店 松山市道後町二丁目１－６ 有限会社コスモフィールド 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
８月１日

旭調剤薬局桑原店 松山市桑原四丁目８番８号 有限会社旭調剤薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
８月１日

なぎさ薬局 八幡浜市産業通６番２７号 有限会社渚薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
８月１日

ひのき調剤薬局 八幡浜市桧谷１０２８－１ 有限会社薬寿 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
８月１日

よつば薬局東若宮店 大洲市東若宮１６番２ よつばメディカルサービス株式会社 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
８月１日

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号

７５７



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１０４９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５０号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

視 覚 障 害 眼 科 よ り み つ 眼 科 依 光 明 生 八幡浜市１４６０－８ 平成
２１年８月１日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 能 田 淳 平 東温市志津川 〃

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人滴水会吉野
病院 新 谷 泰 成 今治市末広町１－５－５ 〃

腎臓・ぼうこう又は直腸機能障
害 泌 尿 器 科 山 中 医 院 山 中 望 宇和島市広小路１－３１ 〃

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人北辰会まな
べ病院 竹 内 一 人 西条市氷見丙４７７ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

仁志川 高 雄 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４－５－５ 医療法人滴水会吉野病院 今治市末広町１－５－５ 平成４年
４月１日

武 田 定 典 武 田 脳 神 経 外 科 今治市南高下町３－８１４－４ 武 田 脳 神 経 外 科 今治市南高下町３－２－１０ 平成２１年
６月２６日

西 田 雅 宏 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０ 平成２１年
７月１日

戒 能 幸 一 宇 和 島 市 立 吉 田 病 院 宇和島市吉田町北小路甲２１７ 大洲ななほしクリニック 大洲市東若宮１６－２ 平成２１年
７月７日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 大 洲 病 院 圓 尾 浩 久 大洲市西大洲甲５７０ 平成
２１年６月３０日

〃 〃 〃 圓 尾 容 子 〃 〃

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０３００２２２ 有限会社ライズ 宇和島市別当２丁
目４－１ 富 永 綾 居宅介護 ヘルパーステーシ

ョンこころ
宇和島市佐伯町１
－１－１３

宇和島市別当２丁
目４－１

平成２０年
６月１６日

３８１０３００２２２ 有限会社ライズ 宇和島市別当２丁
目４－１ 富 永 綾 重度訪問介護 ヘルパーステーシ

ョンこころ
宇和島市佐伯町１
－１－１３

宇和島市別当２丁
目４－１

平成２０年
６月１６日

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号
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�愛媛県告示第１０５４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の申出があった。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害者支援施設を指定した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４７条の規定により、次のとおり指定障害者支援施設の指定の辞退があった。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００２６３ 株式会社アコンプリシ
ー

松山市天山３丁目１２番
１０号 末 廣 昌 典 居宅介護 訪問介護ステーション

笑歩会
宇和島市保田甲９８３番
地５

平成２１年
５月１日

３８１０３００２６３ 株式会社アコンプリシ
ー

松山市天山３丁目１２番
１０号 末 廣 昌 典 重度訪問介護 訪問介護ステーション

笑歩会
宇和島市保田甲９８３番
地５

平成２１年
５月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

なぎさ薬局 八幡浜市産業通６－２７ 有限会社渚薬局 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２１年
８月１日

ひのき調剤薬局 八幡浜市桧谷１０２８－１ 有限会社薬寿 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２１年
８月１日

よつば薬局東若宮店 大洲市東若宮１６－２ よつばメディカルサービス株式会社 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２１年
８月１日

喜光地薬局 平成２１年６月９日

千葉薬局 平成２１年７月３１日

名 称 辞退年月日

エビスヤ薬局重信店 平成２１年５月３０日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 者 支 援 施 設
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所 入所定員

３８１０１０１４４８ 社会福祉法人宗友福
祉会

松山市中野町甲６４０
番地 丹生谷 宗 久 生活介護 みどり園 松山市津吉町１５５番

地 ８０ 平成２１年
７月１日

３８１０１０１４４８ 社会福祉法人宗友福
祉会

松山市中野町甲６４０
番地 丹生谷 宗 久 施設入所支援 みどり園 松山市津吉町１５５番

地 ５０ 平成２１年
７月１日

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号

７５９
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�愛媛県告示第１０５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ダイキ
ＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか３７
者

株式会社フジほか４１
者

平成１９年
１２月１日
ほか

平成２１年
７月２８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジグラン重信・ダイキ
ＥＸ重信

東温市野田三丁目１
番１３号 外

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ２３箇所 ２４箇所 平成２１年

７月２９日
平成２１年
７月２８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

辞 退 に 係 る 指 定 障 害 者 支 援 施 設
辞 退
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所

３８１０１００３７４ 社会福祉法人宗友福祉
会

松山市中野町甲６４０番
地 丹生谷 宗 久

旧知的障害者
更生施設支援
（入所）

みどり園 松山市津吉町１５５番地 平成２１年
７月１日

３８１０１０１０８３ 社会福祉法人宗友福祉
会

松山市中野町甲６４０番
地 丹生谷 宗 久

旧知的障害者
更生施設支援
（通所）

みどり園 松山市津吉町１５５番地 平成２１年
７月１日

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号

７６０
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�愛媛県告示第１０５９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
�������

�愛媛県告示第１０６０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０６１号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市菊間町松尾４０１の２、４４７の２、４４８の２、４７６の２、

４７７の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�������
�愛媛県告示第１０６３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、四国中央市役所におい

て告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができ

る。

平成２１年８月１４日

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０６２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき平成２１年８月１日次のように区画漁業を免許した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２４
年８月
４日

愛媛県
第１２３７
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
１号

窒素全
量５．５
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成２４
年８月
４日

愛媛県
第１２３８
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
特号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成２４
年８月
４日

愛媛県
第１２３９
号

混合有
機質肥
料

粒状宇
和混合
有機特
号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成２４
年８月
１５日

愛媛県
第１２５４
号

混合有
機質肥
料

本ぼか
し

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

項は、
公定規
格のと
おり

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年８月
１５日

愛媛県
第１２５３
号

副産石
灰肥料

粒状て
ん炉さ
い

アルカ
リ分
４３．０
く溶性
苦土
２．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町１丁目９番４８
号

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

宇特区第３４８号 宇和島市築地町二丁目６番２３号
うわうみ漁業協同組合

平成２１年３月２４日付け愛媛県
告示第４０１号のとおり

平成２１年８月１日から
平成２６年３月３１日まで

宇特区第３４９号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号

７６１
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三島川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

四国中央市

四国中央市三島宮川４丁目６番５５号

代表者 四国中央市長 井原 巧

四国中央市三島宮川３丁目４番１５号

２ 埋立区域

� 位置

３－４工区

四国中央市三島中央１丁目字陣屋１９３０番５７から同市三島中央

１丁目字陣屋１９３０番６を経て同市三島中央１丁目字中ノ丁番外

５３２番６に至る間の地先公有水面

� 区域

３－４工区

次の各地点のうち２１の地点から２３の地点までを順次に結んだ

線、２３の地点と１５の地点を結ぶ平成８年の秋分の満潮位（Ｄ．

Ｌ．＋３．６６メートル）における公有水面と陸地との境界線、１５

の地点から１４の地点までを順次に結んだ線及び１４の地点と２１の

地点を結ぶ平成８年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．６６メートル）

における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

基点（四国中央市三島宮川４丁目八幡池四等三角点）は、北

緯３３度５８分５０秒７２９９、東経１３３度３２分５７秒８２０９の地点

２１の地点は、基点から真北３０２度２１分４９秒７８２．９５メートルの

地点

２２の地点は、２１の地点から真北１４度５２分１８秒３１．５７メートル

の地点

２３の地点は、２２の地点から真北３３３度３７分２２秒１０２．９１メート

ルの地点

１５の地点は、基点から真北３０８度２３分２５秒８９２．６０メートルの

地点

１２の地点は、１５の地点から真北３５９度３６分１８秒４５．２８メート

ルの地点

１３の地点は、１２の地点から真北１３０度０２分２７秒２２．８３メート

ルの地点

１４の地点は、１３の地点から真北１４０度２０分２１秒９７．７９メート

ルの地点

� 面積

３－４工区 ６，６５５．３６平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成９年３月１３日 愛媛県指令８港第５４８号

４ しゅん功認可年月日

平成２１年８月１４日

�������
�愛媛県告示第１０６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市神戸土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２１年８月１４日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

退 任

�愛媛県告示第１０６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０６６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 川 冨 男 西条市中野甲４８１番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市玉川町大野字スサキ甲１４８番６から

今治市玉川町大野字江マヘ甲４０番２地先まで
平成２１年８月１４日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１４９７６号 平成１９年
４月１７日 平成道路� 松山 秀男 松山市竹原４－１０－５１ 平成２１年

７月１日
土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業

建設業の廃止

（般－１９）第１０６４９号 平成１９年
９月２８日 �二伸産業 西岡 勝也 伊予市中山町佐礼谷丙１１

７４－１
平成２１年
７月９日 塗装工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１７）第１０００２号 平成１７年
１１月２７日 由委工業� 月原 登 松山市久米窪田町１６７－

１
平成２１年
７月１６日 管工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号
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�愛媛県告示第１０６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年８月１４日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１０６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０７０号
次のとおり落札者を決定した。

平成２１年８月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１８）第６４６号 平成１９年
３月１０日 �中野建築設計事務所 中野 志郎 松山市福角町乙５７０ 平成２１年

７月２２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１１９２７号 平成１７年
６月３日 �山清総建 山田 尚輝 伊予郡松前町大字中川原

６４２－３
平成２１年
７月３１日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２０）第１５３６４号 平成２０年
７月２２日 �新光通信 井ノ口悦子 松山市余戸中５－２－４ 平成２１年

７月３１日 電気通信工事業 建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第２２号

平成２１年８月４日
東温市田窪字大坪１０６６番１

東温市田窪字大坪１４０４番地

横 山 千 晶

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２４８８番地先から

同町御内２３８８番まで

旧 ３．５～１０．６ ０．１９０

新 ５．６～５５．５ ０．１９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛津島線
宇和島市津島町御内２４８８番地先から

同町御内２３８８番まで
平成２１年８月１４日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

電子計算機（ホストコンピュータ）
の借入れ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２１年７月３１日

ＮＥＣキャピタルソリ
ューション株式会社四
国支店
香川県高松市中野町２９
番２号

５，７８５，５００円
（月額） 一般競争入札 平成２１年６月１９日

電子計算機（サーバー等）の借入れ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２１年７月３１日

ＮＥＣキャピタルソリ
ューション株式会社四
国支店
香川県高松市中野町２９
番２号

５３２，７４９円
（月額） 一般競争入札 平成２１年６月１９日

平成２１年８月１４日 発行

愛 媛 県 報平成２１年８月１４日 第２０９１号

７６３


